
最近の教育を取り巻く環境は、家庭や地域社会の教育力の低下、子どもたちの規範意識や公共心の欠如、少年

による非行の増加、さらには、児童生徒の学力低下など、様々な教育問題に直面しています。こうした問題を

解決していくためには、学校や教職員が一層の努力をすることはもちろん、県民一人一人が改めて教育問題に

ついて真剣に考え、学校、家庭、地域社会が一体となって、子どもたちの豊かな心の育成と確かな学力の向上

に努めていくことが重要です。こうした中、石川県では、教育について県民全体で考える気運を盛り上げる契

機として11月1日を「いしかわ教育の日」とし、また、教育の日にふさわしい取組を集中的に展開する期間と

して11月1日から7日までを「いしかわ教育ウィーク」と定める条例を平成17年3月に制定しました。


